
 

 

   公立鳥取環境大学大学院研究科委員会規程 

平成２４年４月１日 
鳥取環境大学規程第１０号 

 
 （目的） 
第１条 この規程は、公立鳥取環境大学大学院学則第４５条第２項の規定に基づき、研究科委員

会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 
 
 （組織） 
第２条 研究科委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 
（１）研究科長 
（２）副研究科長 
（３）専攻長 
（４）その他研究科の専任教員 
 
 （研究科運営委員会） 
第３条 研究科委員会は、研究科に関する事項で研究科委員会から委任された事項等を審議する

ため、研究科運営委員会を置く。 
２ 研究科運営委員会に関する事項は、別に定める。 
 
（専攻会議） 

第３条の２ 研究科運営委員会は、審議事項の予備審議を行うため、専攻ごとに専攻長と専任教

員で構成する専攻会議を置く。 
２ 専攻会議は、前項に定めるもののほか、専攻独自の課題について審議し、必要に応じて研究

科運営委員会に上程することができる。 
３ 前二項に定めるもののほか、専攻会議に関する事項は、専攻会議で定める。 
 
 （審議事項） 
第４条 研究科委員会は、研究科の次の事項を審議する。 
（１）入学、退学、休学、懲戒、除籍その他学生の身分に関する事項 
（２）学生の試験に関する事項 
（３）単位認定及び学位に関する事項 
（４）その他研究科に関し学長から諮問された事項 
 
 （委任） 
第５条 前条第１号に掲げる事項のうち入学試験の合格者決定に関する事項については、公立大

学法人公立鳥取環境大学組織規程第１１条第１項第２号に規定する入試委員会の議決をもって

研究科委員会の議決とする。 
２ 研究科委員会は、前条第１号、第２号及び第４号に掲げる事項（前項に掲げる事項を除く。）

について、研究科運営委員会に委任することができる。委任した事項については、研究科運営

委員会の議決をもって研究科委員会の議決とする。 



 

 

 
 （議長等） 
第６条 研究科長は、研究科委員会を招集し、その議長となる。 
２ 議長に事故あるときは、あらかじめ研究科長が指名した者が、その職務を代行する。 
 
 （議案の提出） 
第７条 研究科委員会の議案の提出は、研究科長が行う。 
 
 （会議の成立等） 
第８条 研究科委員会は、構成員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決することができな

い。 
２ 議決を要する事項については、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 
 
 （報告） 
第９条 議長は、第４条に規定する審議事項の審議結果を学長に報告するものとする。 
 
 （構成員以外の出席） 
第１０条 議長は、必要があると認めるときは、関係職員を出席させ意見を聞くことができる。 
 
（事務） 

第１１条 研究科委員会の事務は、学務課が行う。 
 
   附 則 
 この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 
 

附 則（平成２７年規程第３２号） 
 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
 

附 則（平成２８年規程第２９号） 
１ この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 
２ 環境情報学研究科に関することについては、この規程にかかわらず、なお従前の例による。 

 


